
令和５年度 第１回デジタル戦略推進本部会議

日 時 令和５年７月 14日(金)

10 時 30 分～12 時 00 分

会 場 県庁東館５階特別会議室

次 第

１ 開 会

２ 議 題

（１） ふじのくにＤＸ推進計画

・３次元点群データの活用

・デジタル人材育成方針の策定

（２） 情報セキュリティ対策

・情報セキュリティインシデント

・特定個人情報の保護（マイナンバー情報の総点検）

（３） その他

・システム全体経費の調査

・生成ＡＩ利用ガイドライン

３ 閉 会
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【 基本理念 】
「誰にも優しく、誰もが便利に、安全・安心、そして豊かに」

ふじのくにＤＸ推進計画 【概要版】

○ 計画期間
　  2022年度から2025年度まで（４年間）

○ 位置付け
　  ・静岡県総合計画の分野別計画
　  ・静岡県高度情報化推進規程第３条に基づく「高度情報化基本計画」

　  ・官民データ活用推進基本法第９条に基づく「官民データ活用推進計画」

［計画Ｐ11～12］

【 目指す姿 】
いつでもどこにいても必要なものやサービスを受けられる、豊かで持続可能な社会

［計画Ｐ13～17］

＜暮らす・楽しむ＞
日々のデータが、
日常生活に活用される
暮らしの実現

＜学ぶ・究める＞
場所や時間を選ばずに、
知識や技能を共有できる
学びの場づくり

＜働く・磨く＞
バーチャルとリアルの融合が
生み出す新しい働き方と
新たな産業の創出

＜つながる・支えあう＞
言語や障害等の
壁を越えた新しい
コミュニティの創造

［計画Ｐ19～30］

政策の柱 県庁・市町 地域社会

デジタル化の推進に必要な
デバイド対策の実施

・デジタルリテラシー向上のための教育や啓発
・情報アクセシビリティの確保
・利用者視点でのＵＩやＵＸの改善

・デジタルデバイド対策の推進
・社会的支援体制（世代間交流等）の構築

超スマート社会の実現に

向けた環境整備

・デジタル３原則に基づく業務の見直しの徹底
・県有施設等のデジタル化の推進
・情報システムの標準化・共通化への着実な対応

・情報通信基盤整備（５Ｇ、Wi-Fi等）の推進
・デジタルＩＤ（マイナンバーカード等）の利活用

デジタル技術の実装の促進
・ＡＩやＲＰＡ等を活用した業務の革新
・スマートフォンアプリ等を活用した啓発の実施
・災害対策等におけるデジタル技術の活用

・日常生活におけるデジタル技術の活用
・各分野における業務のデジタル化
・地域企業のデジタル化や新たな成長産業の支援

新しい生活様式への対応
・行政手続のオンライン化の推進
・テレワークの活用やペーパーレス化等による働き方改革の推進

・民間企業におけるテレワークの促進
・福祉・医療・産業分野等における遠隔技術の活用

データの分析・利活用の

推進

・オープンデータカタログ等の充実
・ＥＢＰＭの推進
・データ連携基盤の活用

・民間企業のオープンデータ化の促進
・各分野におけるデータの利活用の活性化

［計画Ｐ31～32］

デジタル人材の育成・強化 情報セキュリティの強化

・産業分野におけるデジタル人材の確保・育成
・学校教育を通じたデジタル人材の育成
・行政における専門人材の確保・育成

・県・市町における情報セキュリティ対策の着実な実施
・中小企業におけるサイバーセキュリティ対策の促進

【  政　策  】

【施策を支える人材・基盤の強化】





オリジナルデータ

グラウンドデータ

除 去 前

除 去 後

1



R３
950ｋｍ² 
320,000千円

Ｒ１
1050km² 
306,713千円

R2
700ｋｍ²

224,994千円

R３砂防基礎調査
4,000ｋｍ²

877,140千円

 
総面積：6,700km²（全域：7,777km²）
総事業費：17億3千円
 （国費：  3億7千万）

2

静岡県の３次元点群データ取得計画 2





3次元点群データで創るデジタルツイン

4

VIRTUAL SHIZUOKA構想  4



目次 5

区分 内 容

交
通
基
盤
部

災害
防災

① 災害発生前後における変化量の分析
② 災害時測量と査定設計図面の作成
③ 津波や河川氾濫シミュレーションの３Ｄ

交通 ④ 自動運転の走行地図データ活用

測量

⑤ 県発注業務におけるコスト削減
 （３次元測量データの活用）
⑥ ＩＣＴ土工における活用
 （３次元測量データの活用）
⑦ 概略設計での図面作成
 （３次元測量データの活用）

設計

⑧ 点群データを用いたＣＩＭ作成
 （３Ｄ設計図）
⑨ 完成イメージによる合意形成ツール活用
⑩ 景観検討における検討ツール

維持
管理

⑪ インフラの維持管理、台帳連携
 （道路・河川・砂防・港湾）
⑫ 地下埋設管の３Ｄ管理

広報
⑬ インフラの視覚的効果・演出
⑭ デジタルツインシステムの導入
 【東京都システム共同運用】

区分 内 容

そ
の
他

開発
保全

⑮ 開発設計にかかる土量計算等の効率化

⑯ 古墳等の遺跡等における学術活用
 （地表面データ）

⑰ 文化財の保護活用（建物等の３次元測量保存）

⑱ 森林保有確認（J-credit）での活用     

ゲー
ム

⑲ 観光地ＶＲ体験としての活用（富士山登山等）

観光
等

⑳ デジタルツイン内でのゲームフィールド活用

㉑ マインクラフトでの活用

㉒ アプリ「釣りどこ」での海岸線地図のベース



目次 6

区分 内 容

交
通
基
盤
部

災害
防災

① 災害発生前後における変化量の分析
② 災害時測量と査定設計図面の作成
③ 津波や河川氾濫シミュレーションの３Ｄ

交通 ④ 自動運転の走行地図データ活用

測量

⑤ 県発注業務におけるコスト削減
 （３次元測量データの活用）
⑥ ＩＣＴ土工における活用
 （３次元測量データの活用）
⑦ 概略設計での図面作成
 （３次元測量データの活用）

設計

⑧ 点群データを用いたＣＩＭ作成
 （３Ｄ設計図）
⑨ 完成イメージによる合意形成ツール活用
⑩ 景観検討における検討ツール

維持
管理

⑪ インフラの維持管理、台帳連携
 （道路・河川・砂防・港湾）
⑫ 地下埋設管の３Ｄ管理

広報
⑬ インフラの視覚的効果・演出
⑭ デジタルツインシステムの導入
 【東京都システム共同運用】

区分 内 容

そ
の
他

開発
保全

⑮ 開発設計にかかる土量計算等の効率化

⑯ 古墳等の遺跡等における学術活用
 （地表面データ）

⑰ 文化財の保護活用（建物等の３次元測量保存）

⑱ 森林保有確認（J-credit）での活用     

ゲー
ム

⑲ 観光地ＶＲ体験としての活用（富士山登山等）

観光
等

⑳ デジタルツイン内でのゲームフィールド活用

㉑ マインクラフトでの活用

㉒ アプリ「釣りどこ」での海岸線地図のベース





３次元点群データの蓄積による災害復旧の迅速化

被災後に３次元点群データ計測 被 災 前 デ ー タ と の 重 層
横断面図作成

土量計算

発災

従来の測量

0 5 10 15 20

３次元測量活用

従来測量

作業人工数（人）計画 計測 解析 図化

0.5日
（＋補測）

５日

4割削減

災害・防災　①災害発生前後における変化量の分析 8実施中



災害・防災　②災害時の測量と査定図面等の作成 9

発災後 LiDAR撮影（3次元点群の撮影）

3次元点群データ 3次元点群データ

【職員直営】
データ取得

↓
図面作成

↓
災害査定

（数量確認や
設計に活用）

図面作成・数量確認

横断図等

「モバイルLiDAR」

実施中



津波浸水シミュレーション（静岡県河津町）
浸水シミュレーション
（伊東大川）

河川の浸水シミュレーションを３次元で再現。

災害・防災　③津波や河川氾濫シミュレーション（３Ｄ化）

時系列での津波シミュレーションを再現

10実施中



自動運転の走行地図

　３次元点群データ　　　　　　　　

実証実験（自動走行の有用性・社会受容性確認）
出典：http://www.zmp.co.jp/news/pressrelease̲160805

交 　 　  通　④自動運転の走行地図 11実施中





2009年国土交通省データ 2019年静岡県データ 2021年7月レーザデータ

崩壊直前の形 崩れた後の地形

盛土量の算出 崩壊後の土砂移動量の算出

2019年 – 2009年 2021年 – 2019年

2021年 – 2009年　残存盛土量の算出

開発・保全　⑮開発・盛土等における土量計算と地形変更の変遷

盛土がされる前

３次元計測データを活用して盛土の量等の民間開発の経年変化を計測　　伊豆山土石流災害（2021年7月3日）

13



写真提供：（株）フジヤマ

地表面データ
光明山遺跡（浜松市天竜区）　　　　　富士山噴火口（裾野市）

この程度の隙間は地表データが取得可能

開発・保全　⑯古墳等の遺跡等における学術把握

森林等を透過して地表面データを表示することで、航空写真や踏査で
はわからない地物データを把握

14

まだ知られていない噴火口跡地を発見



開発・保全　⑰文化財のデジタルアーカイブス（3次元保存）

掛川城　

反射炉

ノートルダム寺院

2019年に焼却したノートルダム寺院は
過去に取得していた3次元点群データ
(500億点)を活用しBIMを作成。早
期復興が可能となった

15



＜算定過程＞
１．点群データから単木樹高を解析
２．平均樹高を算出
３．エリアの地位、年間成長量を特定
４．CO2吸収量を算定

使用データ：VIRTUAL SHIZUOKA
解析協力　：朝日航洋（株）
出展　　　：日本製紙（株）

カーボンオフセット

森林位置特定のモニタリングが
実踏調査から航空機等のレーザー調査も可
能（2021年8月改定）

航空機レーザーを用いたCredit認証／
国内初【2022.9月】

＜算定結果、認証吸収量＞
クレジット発行可能期間：
　2021-2028年度
今回認証量：8５0 t-CO2（2021年度分）
認証可能量合計：6,800 t-CO2（8年間計）

日本製紙：桑崎社有林（富士市）J‐Credit認証を取得

開発・保全　⑱森林保有認証（J-credit）森林モニタリング

従来

レーザー測量

16

CO2を排出する企業がCO2を吸収する森林を購入する制度



17

VR空間

ガイド 体験者

体験者とガイドが同一のＶＲ空間に入り込
み、自由な視点で体感するツアーを実施

ゲーム・観光　⑲観光地ＶＲ体験（富士山登山等）

富士登山VRツアー（５合目から山頂まで登山）

伊豆ジオサイトツアー

17



出典：アジア航測株式会社

㉑マインクラフト

ゲーム・観光　⑳～㉒ゲーム・アプリフィールド
㉒アプリ「釣りどこ」での海岸線地図⑳デジタルツインゲームフィールド

18



点群データの利活用について
「こんな使い方はできないのか？」と思ったら、未来まちづくり室までご相談ください！
TEL：054-221-2497　mail：mirai@pref.shizuoka.lg.jp 

地元説明会に
　・VR、ARで
　・フライスルー映像の作成
　・ゲームエンジンで

景観検討に
　・富士山の景観
　・無電柱化検討
　・木の移設

発注資料として
　・延長
　・面積　
　・体積
　・断面図
　・道路勾配の確認

色々な検討や確認に
　・残土置き場の検討
　・発注箇所の検討
　・架空線の高さ検討
　・現場の数量諸元の確認
　・設計書検算のための現場確認に

19
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検索バーチャル静岡



「デジタル人材育成方針（仮称）」の策定

１ 要旨

・業務内容や職位ごとに求められる役割を踏まえ、これまで、階層別の必修研修や専門的

な選択研修等を通じて、デジタル技術に係る基礎的な知識や活用手法、広い視野や専門

性の高いスキル・マネジメント力を身につけた職員を育成している。

・地方自治体におけるデジタル人材の確保・育成に係る昨今の情勢を踏まえ、ＤＸ推進リ

ーダーをはじめ、静岡県職員としてＤＸを推進する上で必要となる知識やスキル等を再

整理し、デジタル人材育成方針を策定する。

２ 現在の研修体系

３ 地方自治体におけるデジタル人材の確保・育成に係る昨今の情勢

４ 構成例

目指す人材像、当該人材の役割及びスキル、育成・確保策 等

※他の都道府県の取組等を参考に策定

区 分 内 容

必修研修 デジタルに関して、職位に応じて必要となる知識を習得するため、

階層別必修研修においてＤＸに関連する科目を実施

選択研修 分野別に研修体系を構築し、選択研修として提供

（分野：ＤＸの推進を主導する役割、セキュリティ、データ利活用）

区 分 内 容 時 期

総 務 省

国の取組（※）と連携しながら、ＤＸの取組を担う

デジタル人材の確保・育成に積極的に取り組むよ

う依頼（総務大臣が知事宛て書簡を発出）

※地方公共団体におけるデジタル化の取組の中核

を担う職員の育成経費について、令和５年度か

ら地方財政措置を講ずること等

令和４年 12 月

自治体ＤＸ全体手順書【第 2.1 版】の改定におい

て、人材確保・育成の全体像やＤＸ推進リーダーの

確保・育成等を拡充

令和５年１月

経済産業省及び

独立行政法人情

報処理推進機構

（ＩＰＡ）

全てのビジネスパーソンが身につけるべき能力・

スキル及びＤＸを推進する人材の役割や習得すべ

きスキルの基準として、「デジタルスキル標準」を

公表

令和４年 12 月



＜参考＞

令和５年度の研修内容

講座名 日程案 人 数 内 容

職位に応じた階層別必修研修

新任管理者研修
（科目：ＤＸの推進）

４月 18 日 約 120 人・ＤＸ推進の意義

・ＤＸ推進に資する組織運営

新任監督者研修
（科目：ＤＸの推進）

５月 26 日 約 180 人・ＤＸ推進の意義

・オープンデータの活用

キャリア開発研修Ⅱ
（科目：ＤＸの推進）

６月～７月

（年３回）

約 150 人・ＤＸ推進の意義

・業務見直しの着眼点

４年次職員研修
（科目：ＤＸの推進）

７月

（年４回）

約 200 人

２年次職員特別研修 11 月～12 月

（年３回）

約 240 人・デジタル化の必要性

・県庁ＤＸの推進

幅広い職員を対象にした選択研修

ＤＸ推進リーダー

育成講座

９月～２月

（全６回）

約 30 人・所属においてＤＸ推進を主導する
人材を養成
・ＤＸの視点で業務の効率化・高度化
を推進するためのスキルの習得等

情報セキュリティ

ｅ－ラーニング研修

通年 全職員 県職員として最低限必要なセキュリ
ティ知識の習得

情報セキュリティ

集合研修

８月～10 月

(年 12 回)

約 400 人 所属の管理者、実務職員それぞれの
役割に応じたスキルの習得等

情報セキュリティ

インシデント対応訓練

10 月～12 月

（年８回）

約 80 人 情報セキュリティインシデント発生
時に対応できるスキルの習得

業務効率化に向けた

ツール活用講座

10 月～12 月

（年３回）

約 35 人 ＲＰＡ等のツールを業務に活用する
ためのスキルの習得

総務省統計研究研修所

オンライン研修

年４回 全職員 ・データサイエンス入門
・誰でも使える統計オープンデータ

データサイエンス講座

ＥＢＰＭ関連講座

通年 希望職員・データサイエンスの最新情報
・ＥＢＰＭの基本的知識の習得等



「デジタル人材育成方針（仮称）」策定スケジュール（案）

区 分
Ｒ５

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

Ｒ６

１月 ２月 ３月

事務局

デジタル戦略推進本部会議

※本部長：出野副知事

副本部長：デジタル戦略担当部長

構成員：デジタル推進官等

デジタル戦略推進本部作業部会

※構成：各政策担当課

デジタル戦略顧問団

議会

（参考）

総務省

ＤＸ推進リーダー育成講座

研修の見直し、試行等の検討

第
１
回

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
説
明

公
表
（
報
道
機
関
へ
の
資
料
配
付
等
）

最終案策定

最
終
案
確
認

意
見
聴
取

R6当初予算調整

議
会
総
務
委
員
会

正
副
議
長
説
明
等

地方自治体向け

「人材育成基本方針策定指針」

改定（予定）

議
会
総
務
委
員
会

報
告
（
骨
子
）

他県調査、骨子案策定



情報セキュリティインシデント発生状況

（デジタル戦略局電子県庁課）

１ 要旨

静岡県においても、情報セキュリティインシデント（情報システムにおけるセキュリテ

ィ上の問題）が発生している。

２ 過去３年のセキュリティインシデント発生状況

(1) 静岡県における状況

（令和５年度４件、令和４年度 13件、令和３年度 ２件、令和２年度 ０件）

種別 年月日 所属名 内 容
監査

結果

1
Web サイ

ト等の改

ざん

R5.６.29

発覚

経済産業

部農地保

全課

メールマガジン配信システムに、不正ログインが行わ

れ、ID 及びパスワードが変更されたうえ、会員の個

人情報を窃取された。

2 メール
R5.６.14

発覚

スポーツ・文

化観光部富

士山世界遺

産課

主催イベントについてメールで連絡する際に、誤って本

文中に参加者18人全員のメールアドレスを記載したまま

一斉送信してしまった。

3 誤掲載
R5.6.5

発覚

スポーツ・

文化観光

部文化政

策課

イベントの講座参加者の募集の申込先メールアドレ

スの掲載（広報誌・HP）に誤りがあり、誤ったメール

アドレスに申し込んだ４人の個人情報が漏えいした

4 誤掲載
R5.5.8

発覚

健康福祉

部障害福

祉課

身体障害者手帳情報におけるマイナンバーの紐付け誤

り等が判明した。全容及び原因を調査中

5
Web サイ

ト等の改

ざん

R4.12.16

発覚

経済産業

部農業ビ

ジネス課

ホームページ作成ツールの脆弱性を突いて、外部から

不正アクセスがあり、既存ファイルの改ざんや不正ファイ

ルの設置が行われた。当該サイトは閉鎖。

6
ツール

誤用

R5.1.18

発覚

経済産業

部産業イノ

ベーション

推進課

委託業者が、講座受講者への連絡ツールとして使用して

いる slack で１名の受講者を受講者専用のチャンネルに

追加する際、誤って事務局専用のチャンネルにも追加し

たことにより、判明するまでの約５ヶ月間、講座受講者 17

名の個人情報が閲覧できる状態になっていた。

7
システム

障害

R4.11.28

発覚

経済産業

部経営支

援課

補助金のオンライン申請を開始したところ、他社(１社)の

申請情報が表示される不具合が判明した。申請受付は

即時中断した。

8 メール
R4.11.11

発覚

吉原林間

学園

職員が、自宅パソコンに、個人情報を含むデータを添付

して送信。その際、誤操作により、県内市町あてにも送信

された。

指摘

9 メール
R4.9.13

発覚

経済産業

部お茶振

興課

課所管の協議会の会員45人に電子メールを一斉送信し

た際、誤ってメール本文中に送信先のメールアドレスを

記載し、送信してしまった。

10 メール
R4.9.15

発覚

経済産業

部マーケ

ティング

課

・県の委託事業者が、イベント参加予定者に電子メー

ルで事務連絡を行う際、（bcc）で送信すべきところを、

（To、cc）で２回送信してしまった。

11 メール
R4.8.30

発覚

経済産業

部産業イノ

委託業者が受講者に事務連絡を行う際、誤って全ての

受信者のメールアドレスが表示される方式（To）で送信し



(2) 県外における主なセキュリティインシデント

※報道発表件数が多いインシデント（順不同） ①パソコンや USB メモリ等の紛失・盗難 ②BCC

忘れによるメールアドレスの漏えい ③ウイルス感染による不正通信の成立 ④身代金ウイルス

被害 ⑤ホームページへの個人情報誤掲載 ⑥ホームページ改ざん ⑦踏み台攻撃被害 ⑧権限

の悪用による個人情報の不正利用

ベーション

推進課

てしまった。

12 メール
R4.7.11

発覚

志太榛原

農林事務

所

事業者からの申請書を市担当者へ確認依頼のためメー

ル送信した際、入力ミスで、関係ない市町を含むグルー

プメールを指定してしまったことに気がつかず送信した。

13
マルウェ

ア

R4.6.6

発覚

デジタル

戦略局デ

ジタル戦

略課

委託先で使用している PC １台がマルウェア（Emotet ）

に感染し、当該 PC に保管していたメールデータが流

出した。

14 メール
R4.5.19

発覚

経済産業

部マーケ

ティング課

県で実施している表彰実績のデータ提供の依頼に対し、

不要な他受賞者の個人情報を含む情報を送信してしま

った。

注意

15 誤送付
R4.4.26

発覚

健康福祉

部 中部

健康福祉

センター

証明書をパソコンで作成する際、別の患者の住所と錯誤

した証明書を作成して、誤った住所に特定記録郵便で

発送した。

指摘

16 メール
R4.4.15

発覚

健康福祉

部 東部

健康福祉

センター

宿泊療養施設に入所する予定の罹患患者の個人情報

を当該施設にメール送信する際、誤って県内の小学校

へ送信した。

指摘

17 メール
R4.4.8

発覚

健康福祉

部 中部

健康福祉

センター

関係機関に管内の発生状況を定期的に情報提供するた

め、表計算ソフトファイルをメール送信する際、誤ってフ

ァイル内の別シートに個人情報が残ったままで送信し

た。

指摘

18 誤掲載
R3.12.14

発覚

経済産業

部産業イ

ノベーシ

ョン推進

課

県内企業等向け説明会の申込先ホームページを受託

業者が作成する際、閲覧権限の設定を誤り、申込者

37 人の情報が一時的に外部から閲覧できる状態にな

っていた。

19 メール
R3.4.5

発覚

交通基盤

部袋井土

木事務所

自宅で作業を行うため、職員のＳＤＯの個人メールか

ら、自宅個人メールアドレスへ道路事業費などが記載

された資料を送付したところ、アドレスを打ち間違

え、誤ったアドレスに送付した。

種別 年月日 自治体名等 内 容

マルウ

ェア

R4.10.31

発生

大阪府

大阪市

大阪急性期・総合医療センターにおいて、ランサムウェア感染に

より、電子カルテ等のシステム障害が発生し、一時、通常診療が

できない状況となった。

センターが委託していた給食提供サービスのサーバを通じて侵

入された可能性。

紛失
R4.6.22

判明

兵庫県

尼崎市

再々委託先の社員がデータセンターでの作業後にデータを消去

せず、そのまま持ち帰り、立ち寄った居酒屋で飲んだ後、路上で

寝込んで尼崎市全住民の住民基本台帳データが保存されたUSBメ

モリーの入ったカバンごと紛失した。



１ 静岡県の情報セキュリティの推進管理体制

(1) 体制図

※太い実線：インシデント報告の流れ

(2) 情報セキュリティインシデント※２発生時の対応

※１ Computer Security Incident Response Team（情報セキュリティインシデントへの対処体制）

※２ 情報セキュリティに関する障害・事故及びシステム上の欠陥

静岡県における情報セキュリティの取組みについて

出野副知事 ・ ＣＩＯ：情報化統括責任者

部局長
ＣＩＳＯ：最高情報セキュリティ責任者

（デジタル戦略担当部長）

デジタル推進官等
（部局長代理等）

副ＣＩＳＯ

（デジタル戦略局長）

情報セキュリティ責任者

（総務課長等）

統括情報セキュリティ責任者

（電子県庁課長）

情報セキュリティ管理者

（所属長）

情報システム管理者

（所属長：情報システムを所管する所属の長）

職員等

※会計年度任用職員を含む

情報システム担当者

（外部委託先）

対応者 対応内容 ※速やかに

職員等

(＝インシデントに気づいた者)

・情報セキュリティ管理者(＝所属長)に報告

・ＣＳＩＲＴ(＝電子県庁課技術管理班)に報告(速報) ※電話等

情報セキュリティ管理者

・統括情報セキュリティ責任者(＝電子県庁課長)に報告 ※様式

・情報セキュリティ責任者(＝総務課長等)に報告

★個人情報に関するインシデント：別途、法務課へ報告

情報セキュリティ責任者 部局長等に報告 ※自部局のみ

統括情報セキュリティ責任者 ＣＩＳＯ等に報告 ※必要に応じてＣＩＯへ報告

ＣＳＩＲＴ※１（電子県庁課技術管理班）



（デジタル戦略局電子県庁課）

１ 令和４年度の情報セキュリティ監査、研修・訓練の実施結果について

(1) 情報セキュリティ内部監査

ア 書面による監査

イ フォローアップ監査

情報セキュリティに関する報告

項目名 内 容

監査テーマ
情報システムの管理に係るセキュリティ対策の実施状況の確

認

監査実施日 令和５年１月 23 日～令和５年３月３日

監査対象 情報システム 191 件

対象部局 全て

指摘状況

チェック項目 指摘件数

機器の取付け状況（設置箇所、固定方法） ３件

サーバ障害対策基準の作成状況 31 件

予備電源装置の設置及び点検の実施状況 ２件

サーバ等の機器の定期保守の状況 ６件

ログイン時の認証設定 ２件

情報セキュリティインシデント発生時の報告 １件

ログインパスワードの取扱い ２件

パスワード記憶機能の利用禁止 ５件

項目名 内 容

監査テーマ
情報システムの管理に係るセキュリティ対策の改善状況の確

認

監査実施日 令和５年３月６日

監査対象 県税システム

対象部局 経営管理部財務局税務課

指摘状況 要改善事項 ２件



(2) 情報セキュリティ研修・情報セキュリティインシデント対応訓練

研修・訓練名 対象者 実績・出席者 備考

SDO 新規ユーザー研修 新規採用職員等 281 人

情報公開・個人情報保護事務研修

会

個人情報保護事務担

当者
138 人 法務課

集合情報セキュリティ研修(基本

編)
受講を希望した職員 218 人

集合情報セキュリティ研修(一般

編)
受講を希望した職員 106 人

J-LIS 提供 e ラーニングによる情

報セキュリティ研修
受講を希望した職員 225 人

e ﾗｰﾆﾝｸﾞ「学びばこ」 全職員 759 人

コンプライアンス推進月間での

自己点検
全職員 全職員 人事課

情報セキュリティ通信の発行 全職員 13 回掲載

情報セキュリティインシデント

対応訓練
参加を希望した職員 15 人



（デジタル戦略局電子県庁課）

１ 趣旨

情報セキュリティインシデントの多発を受け、インシデント等発生後のフォローアッ

プの仕組み等を整える。

２ 内容

情報セキュリティインシデント等発生後のフォローアップ研修等

項 目 内 容

対 象 事 案 ・インシデント報告されたもの

・インシデントとしては扱わなかった事例

対 応 １ 所属ミーティングの実施及び結果報告：コンプラ同様のイメージ

1) 研修内容 ※研修コンテンツは電子県庁課から提供

ア マイナンバー取扱い・マイナンバー事務手順の遵守

イ 媒体紛失

ウ メール誤送信

エ ウイルス感染（ネットワーク管理）

2) Ｒ５指定所属

ア Ｒ４年４月以降にインシデント等を起こした所属

イ Ｒ５年度に新たにインシデント等を起こした所属(今後)

3) 実施者：所属長 ※インシデント等発生所属

4) 対象者（所属長が次の中から対象者を決定）

ア 本人

イ インシデント等発生班の班員

ウ 所属の班長以上

エ 所属長が指名する者(課・局・部内 等から)

5) 報告

ミーティングの結果(※)をデジタル推進官の決裁を受けてＣ

ＩＳＯ（最高情報セキュリティ責任者）へ提出

※原因究明、再発防止策、今後の研修実施(受講)計画 等

２ 指定部局に対し情報セキュリティ研修の再受講を義務付け

研 修 内 容 集合研修、eラーニング又は学びばこ 等

Ｒ５指定部局 経済産業部、健康福祉部

対 象 者 部全員

報 告 受講計画、受講結果をＣＩＳＯへ報告



1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース

集合情報セキュリティ研修
(初級編)

集合情報セキュリティ研修
(初級編)

集合情報セキュリティ研修
(中級編)

J-LIS リモートラーニングによるデ
ジタル人材育成のための基礎研

修

J-LIS リモートラーニングによるデ
ジタル人材育成のための基礎研

修
eラーニング「学びばこ」

管理職員向け 一般職員向け 情報セキュリティコース 個人情報保護コース

対象者 各所属が指名する職員 各所属が指名する職員 各所属が指名する職員 希望する職員 希望する職員 全職員

受講計画の目安
1～5のいずれも受講しない職員
は必須で受講

受講者指名の目安

班長級以上の職員（文書管理
者・文書主任を務める職員を想
定）
※昨年度受講していない者が望
ましい

班長級以下の職員（職場で実務
の中心となる職員を想定）
※昨年度受講していない者が望
ましい

情報システム担当者又はそれに
準じる職場のリーダーとなる職員
（初級以上のスキルを習得したい
職員）

知識を向上させたい職員 知識を向上させたい職員 全職員

開催方式
対面講義

（東部・中部・西部・県庁又は県
庁周辺会場）

対面講義
（東部・中部・西部・県庁又は県

庁周辺会場）

対面講義（県庁又は県庁周辺会
場）

ｅラーニング
（インターネット）

ｅラーニング
（インターネット）

ｅラーニング
「学びばこ」（SDO Notes）

開催時期 9月～10月 9月～10月 10月～11月 9月～11月 9月～11月 6月～3月

定員
300人

各回50人程度
300人

各回50人程度
160人

各回20人程度
上限なし 上限なし 上限なし

概要
職場の管理者として組織で守る
べきこと及び管理者の役割等の
習得を図る。

職場で実務の中心となる職員の
セキュリティに関する知識の習得
を図る。

職場で実務の中心となる職員の
意識・知識の向上を図る。

地方公共団体職員として知って
おくべき、セキュリティ対策の意
味と内容について学習する。

職員全員が知っておくべき個人
情報保護法に関する基礎知識
と、個人情報の取扱い方法や職
場で行う具体的な対策について
学習する.

職員として必要最低限の意識・
知識の向上を図る。

講義1-1：地方公共団体職員とし
て必要な情報セキュリティの知識
（管理職員向け）：外部講師

講義1-2：地方公共団体職員とし
て必要な情報セキュリティの知識
（一般職員向け）：外部講師

講義1-3：最近の情報セキュリ
ティに関する状況：外部講師

第１章 情報セキュリティを理解し
ていく上で前提となる基礎知識

１ 個人情報保護法の目的・概要

講義2-1：守るべき情報セキュリ
ティ：電子県庁課

講義2-1：守るべき情報セキュリ
ティ：電子県庁課

講義3：情報セキュリティインシデ
ント対応訓練（ロールプレイング
形式のグループワーク）：電子県
庁課

第２章 サイバー攻撃手法と対策
２ 個人情報保護法の対象となる
情報とは（種類や具体例）

講義2-2：静岡県のインシデント
事例：電子県庁課

講義2-2：静岡県のインシデント
事例：電子県庁課

第３章 情報セキュリティ対策
３ 個人情報の適正な取扱いにつ
いて

講義2-3：安全なメール送信：電
子県庁課

講義2-3：安全なメール送信：電
子県庁課

第４章 地方公共団体における情
報セキュリティポリシーに関する
ガイドラインについて

４ 地方公共団体に求められる対
応について

５ 事例に即した個人情報の取扱
いについて（漏えい等）

時間 1.5～2時間 1.5～2時間 2～2.5時間 1～2時間 1～2時間 約30分

9月11日（月）10:00～12:00　県
庁別館7階第二会議室A

9月11日（月）13:15～15:15　県
庁別館7階第二会議室A

10月4日（水）9:30～12:00　県庁
東館16階OA研修室

9月15日（金）10:00～12:00　　東
部総合庁舎別館2階第一会議室

9月15日（金）13:15～15:15　　東
部総合庁舎別館2階第一会議室

10月4日（水）13:30～16:00　県
庁東館16階OA研修室

9月19日（火）10:00～12:00　　浜
松総合庁舎701～704会議室

9月19日（火）13:15～15:15　　浜
松総合庁舎701～704会議室

10月6日（金）9:30～12:00　県庁
東館16階OA研修室

9月21日（木）10:00～12:00　　県
庁別館7階第二会議室A

9月21日（木）13:15～15:15　　県
庁別館7階第二会議室A

10月6日（金）13:30～16:00　県
庁東館16階OA研修室

9月22日（金）10:00～12:00　　県
庁別館20階第一会議室A

9月22日（金）13:15～15:15　　県
庁別館20階第一会議室A

10月30日（月）9:30～12:00　県
庁東館16階OA研修室

9月25日（月）10:00～12:00　　静
岡総合庁舎第８会議室

9月25日（月）13:15～15:15　　静
岡総合庁舎第８会議室

10月30日（月）13:30～16:00　県
庁東館16階OA研修室

---- ----
11月1日（水）9:30～12:00　県庁

東館16階OA研修室

---- ----
11月1日（水）13:30～16:00　県

庁東館16階OA研修室

注意事項

令和5年度　情報セキュリティ研修　開催要領

1～3のいずれかを各所属から1名以上受講
（遠方の出先事務所等で出席が難しい所属及び5名以下の小規模な所属を除く。）

1～3のいずれも受講できない所属は1名以上受講
＋希望する職員

※公共交通機関を利用すること
※SDOモバイルPCを持参すること（資料の配付は行わない）

コース名

内容

開催日時・場所詳細
各自への案内メールに従って、
インターネット閲覧環境にて受講

する

各自への案内メールに従って、
インターネット閲覧環境にて受講

する

SDO Notesデータベース「学び
ばこ」

「情報化」－「ICT基礎研修」－
「情報セキュリティ」に掲載してい

る動画を視聴する。

（「ネットワーク」、「Web会議」も合
せて視聴することを推奨する）
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マイナンバーカード等に係る各種事案に対する個人情報保護委員会の対応状況

１ コンビニでの住民票等誤交付

○ 個人情報保護委員会は、コンビニでの住民票等の誤交付、マイナ保険証の紐付け誤り、公金受取口座の誤登録などの一連の事案について、マイナンバー及びマ
イナンバーカードを活用したサービスを利用する国民が不安を抱くきっかけになり得るといった影響範囲の大きさに鑑み、以下の表のとおり、詳細な事実関係
を把握するとともに、確認された問題点に応じて、指導等の権限行使の要否を検討する対応方針を決定（令和５年５月31日付け「マイナンバーカード等に係る
各種事案に対する個人情報保護委員会の対応方針（案）」を参照。）し、継続して調査等を実施してきた。

○ 本資料は、前記対応方針の決定後、新たな事案（年金記録及び障害者手帳に関するサービスにおける事案。下記事案２②③）が判明するなどしたため、改めて、
現時点で、当委員会の対応状況を整理するものである。

※ 事案の概要等は、令和５年７月５日時点で当委員会が把握している内容であり、今後の調査等の進展により変動する可能性がある。
※ 本資料においては、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）を「個情法」、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成25年法律第27号）を「番号法」という。

資料３

公表資料

事案の概要 問題の所在 対応状況

住民票の写し等の証明書を取得
する「コンビニ交付サービス」に
おいて、別人の又は本人により廃
止済みの証明書（特定個人情報又
は保有個人情報を含む。）を誤交
付した。

地方公共団体は、コンビニ交付
サービス等を提供する証明書発行
システムを富士通Japan株式会社
にシステム開発をさせたが、漏え
い等を防止する安全管理のために
必要かつ適切な措置に関する品質
が確保されていないまま、同シス
テムを運用し、住民に提供してい
た。

令和５年５月31日、富士通Japan株式会社から、個情法及び番号法に
基づく報告徴収に対する報告書を受領。これにより、複数発生した事案
ごとの原因及びその原因に対する再発防止策を把握。令和５年６月21日、
同社から、同社のシステムを利用する地方公共団体（123団体）に対す
る総点検の結果に関する追加報告書を受領。
※下記宗像市の漏えい事案については、前記報告書記載の総点検では発
見できなかったものであるため、同社に対し、原因詳細を速やかに調査
し、追加報告を行うよう、令和５年６月30日に指示。

令和５年５月30日～31日、地方公共団体４団体（横浜市、足立区、川
崎市、徳島市）から個情法又は番号法に基づく報告徴収に対する報告書
を受領。また、システムトラブルが発生していた他の３団体（さいたま
市、新潟市、熊本市）については個人情報の漏えいは無かったことを把
握。
令和５年７月３日、宗像市から、別人の証明書誤交付が発生した件に

ついて、漏えい等報告を受領（内容詳細を精査中。）。

受領した各報告書を精査し、それぞれの問題点に応じた指導の内容を
検討中。 1



２ 各種サービスにおけるマイナンバーの紐付け誤り （健康保険証、年金記録、障害者手帳）

事案の概要 問題の所在 対応状況

①健康保険証
複数の健康保険組合等（個人情報取扱事業

者）において、被保険者とは別人のマイナン
バーを誤登録し、マイナポータルやオンライン
資格確認システムを通して別人に医療情報等
（個人データを含む。）を漏えいした。

健康保険組合等が、本人から提出された届出
書にマイナンバーの記載がない場合、基本４情
報（氏名、生年月日、性別、住所）を確認して
マイナンバーを特定することとなっていたが、
その徹底を怠っていた。

これまでの調査で把握した健康保険組合等に
おける再発防止策の策定状況に鑑み、各事案の
問題点に応じた権限行使の要否を検討中。

また、厚生労働省が行う総点検の結果を受け、
他の健康保険組合等での漏えい事案発生の有無
を把握すると共に、追加での権限行使の要否等
の対応方針を検討する。

②年金記録
地方職員共済組合（個人情報取扱事業者）に

おいて、年金請求の手続時に、請求者とは別人
のマイナンバーを誤登録し、マイナポータルを
通して別人に年金記録等（個人データを含
む。）を漏えいした。

地方職員共済組合が、年金支給対象者を個人
番号管理システムに登録する際、基本４情報
（氏名、生年月日、性別、住所）を確認してマ
イナンバーを特定することとなっていたが、そ
の徹底を怠っていた。

令和５年６月13日に地方職員共済組合から漏
えい等報告を受領。これにより、事案発生の原
因は①と共通であることを確認。

厚生労働省・総務省等から指示を受けた全国
の共済組合が行っている総点検の結果を受け、
他の共済組合での漏えい事案発生の有無を把握
すると共に、権限行使の要否等の対応方針を検
討する。

③障害者手帳
静岡県（地方公共団体）において、身体障害

者手帳の情報とマイナンバーの紐付けを行う際
に、対象者とは別人のマイナンバーを誤登録し、
マイナポータルを通して別人に障害者手帳情報
（保有個人情報を含む。）を漏えいするおそれ
が発生した。
※静岡県が確認した結果、誤登録は62件発生し
ていたところ、結果的に第三者による閲覧はな
かった。

静岡県が、障害者手帳の情報をマイナンバー
と紐付けて身体障害者手帳管理システムに登録
する際、基本４情報（氏名、生年月日、性別、
住所）の確認が不十分であった。また、他にも、
手帳取消しの手続において取消しの不備があっ
た。

静岡県において、身体障害者手帳と同種の問
題が精神障害者手帳・療育手帳で発生していな
いか確認中。

厚生労働省から指示を受けた全国の地方公共
団体が行っている総点検の結果を受け、全体の
規模を把握すると共に、権限行使の要否等の対
応方針を検討する。

2
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３ 公金受取口座等の誤登録

事案の概要 問題の所在 対応状況

①公金受取口座（マイナポータル）
各地方公共団体の支援窓口における本人又は

手続支援員による操作ミス（ログアウトの失
念）に起因する公金受取口座・マイナポイント
等の誤登録により、別人のマイナンバーと本人
の銀行口座情報等を誤って紐付けた結果、銀行
口座情報（保有個人情報を含む。）を漏えいし
た。

デジタル庁が、公金受取口座の登録等に関す
る事務において各地方公共団体の支援窓口の共
用端末を利用するに際して、正確な操作手順の
徹底のほか、操作手順に伴うリスクの軽減等に
ついて、リスク管理及びその対策ができていな
かった。

令和５年６月30日、デジタル庁から、番号法
に基づく報告徴収に対する報告書を受領。今後、
より詳細を把握する目的での番号法に基づく立
入検査を検討する。
これにより、詳細な事実関係を把握し、問題

点に応じた権限行使の要否を検討中。

また、デジタル庁が行う総点検の結果を受け、
全体の規模を把握すると共に、追加での権限行
使の要否等の対応方針を検討する。

②公金受取口座（国税庁 確定申告時）
確定申告書の登録時に銀行口座情報を公金受

取口座に登録を希望した者について、国税庁が
デジタル庁に情報提供をした際、登録希望者の
マイナンバーと別人の銀行口座情報を誤って紐
付けた結果、銀行口座情報（保有個人情報を含
む。）を漏えいした。

国税庁が、デジタル庁に情報提供した銀行口
座情報について、誤登録を防止するために必要
な確認手順又は運用に不備があった。

令和５年６月６日、国税庁（丸亀税務署）か
ら、漏えい等報告を受領。受領した漏えい等報
告書を精査し、本件事案における問題点に応じ
た権限行使の要否を検討中。

また、国税庁が行う総点検の結果を受け、他
の税務署での漏えい事案発生の有無を把握し、
追加での権限行使の要否等の対応方針を検討す
る。

③マイナポイント
各地方公共団体の支援窓口における本人又は

手続支援員による操作ミス（ログアウトの失
念）に起因するマイナポイントを受領する決済
サービス情報（保有個人情報を含む。）の誤登
録により、マイナポイントの誤交付又はそのお
それが発生した。

発生原因及び問題の所在は、①と共通である。

以 上
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特定個人情報に係る問題発生時の報告等

個人情報保護委員会総務省デジタル庁

法務課デジタル戦略局

担 当 課

個人情報保護に
関する報告※

情報セキュリティ
に関する報告

発覚から３～5日
以内に第一報(必須)

発覚から30日以内
に第二報(必要なら)

30日以内に未解決の
場合、解決次第報告

・個人情報を、故意に漏えい、滅失又は毀損した場合
・個人情報によって識別される特定の個人の数が101人以上の場合

★特定個人情報保護における重大事故

重大事故が発生した場合

重大事故が発生した事務だけでなく、実施機関全体の事務に影響が出る。
 ⇒事故を発生させた実施機関が、全体として特定個人情報の取扱いについて見直す必要がある。

 ※具体的には、5ページの報告書作成でよかったところ、30ページ以上の報告書を作成する必要が出てくる。

※特定個人情報に限らず、個人情報保護全般に関して報告が必要



令和５年７月 14日

令和５年度情報システム調査

（電子県庁課技術管理班）

１ 調査の内容等

２ 調査時期

令和５年６月５日～30日 ※一部を除き提出確認済み

※例年調査に項目を追加して実施

３ 経緯・目的等

・情報システムや情報ネットワークについて、目指すべき姿を検討

・既存システム等に係る中期的な経費見込みを調査し、予算編成等への反映

・システムの必要性（事務の根拠等）などに基づき類型分け等による分析

・ＨＰを始め、セキュリティの状況やあり方などの検討材料の収集

調査項目 区分 調査内容

経費の概要

既存
・開発（改修）経費実績（当初又は直近）

・運用保守、開発（改修）経費実績（昨年度（R4））

新規
・運用保守、開発（改修）経費見込（R5～R10）

※中期的な経費の把握

今後の運用方針 新規

・今後のシステムの方針

（方針変更の有無、（ある場合）その内容）

・外部サービス、パッケージ使用の可否

システムの必要性 新規
・システム開発・利用の根拠（義務的規定の有無）

・（ホームページの場合）独自運用の理由

規模の適正性 既存

・サーバ等機器の情報

・システムの利用状況

（職員数、端末台数、利用対象（内部・外部））

・関与する技術者の人数（常駐・非常駐）

調達手続の適正性

（ベンダーロック

イン関連）

既存

・運用業者の選定方法

・単独随意契約の理由

・運用保守業者の変更の有無

・現在の保守業者の継続年数

・ベンダーロックインを防ぐ要因の有無

（外部クラウドサービスやパッケージの利用、オープン

ソース対応等）

最適化の状況

既存
・利用するネットワーク、端末

・情報処理基盤（県庁クラウド）の利用状況

新規
・他システム（NotesＤＢ等）との連携

・他組織との共同開発・共同運用の有無



生成ＡＩ利用ガイドラインの策定（概要） 

飛躍的な発展を遂げ、世界中で利用が拡大している生成ＡＩは、イノベーションや生活の質を向上
させる可能性がある。
そのため、県の業務においても積極的に活用することとし、職員が安心して適正に利用するため、
６月15日に静岡県生成ＡＩ利用ガイドラインを策定した。 

・職員アンケートの結果、認知度は高く、業務に
　利用していくべきと考えているが、実際には使用
　していないことが分かった。 

・安全に利用するため、県のセキュリティポリシー
　を遵守する内容とした。 

・日本ディープラーニング協会のガイドライン(５月
　公表)や個人情報保護委員会の注意喚起(６月発出)
　を参考に、具体的なリスクや問題に対応した。 

・政府が公表した「人間中心のＡＩ社会原則」(H31
　年公表)や政府の「ＡＩ戦略会議」(５月設置)の
　議論を踏まえ、政府の動向と整合性を図っている。 

●ガイドライン策定の背景、考慮した点 ●ガイドラインの構成と主な内容 

区　分 内　　容 

目　的 
・業務効率化や行政サービス向上のため生成ＡＩを利用する
　に当たり、情報資産の安全な利用と得られた結果の適切な
　活用を図る。 

対象とする
生成ＡＩ 

・当面の間、入力情報を学習データに使用しないよう設定
　できるChatGPTのみとする。 

主な用途 ・文章の要約・翻訳、文章の作成・校正、アイデアの発展等 

遵守事項 
(利用) 

・入力情報が学習データとして利用されないように設定する。
・利用の目的、活用方法を記録する。 

遵守事項 
(情報入力) 

・非開示情報や個人情報、守秘義務を課された情報等の入力
　は禁止する。 
・適切な結果を得るため、入力方法を工夫する。 

遵守事項 
(出力結果) 

・県が説明責任を負うことを踏まえて対応する。 
・得られた結果について、誤りの有無、公平性などを確認し、
　必要に応じて加筆修正する。 

その他 
・生成ＡＩの利用規約の変更や新たなリスクが発生した場合、
　一時的に利用を停止する。 
・疑義が生じた場合の相談はデジタル戦略課を窓口とする。 

●今後の対応 

・職員が、本ガイドラインの趣旨、内容の理解を
　深め、生成ＡＩの利用技術を習得するため、
　研修を実施する。 

・庁内の好事例を収集し、適正で効果的な利用方法
　を周知する。 
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静岡県生成ＡＩ利用ガイドラインの策定について

人間中心のＡＩ社会原則（平成31年3月29日 統合イノベーション戦略推進会議）

 ２ 基本理念　(1)人間の尊厳の尊重、(2)多様性と包摂性、(3)持続性のある社会の実現

 ４ 社会原則　(1)人間中心の原則　　　　　　(5)公正競争確保の原則
 　　　　　　 (2)教育・リテラシーの原則　　(6)公平性、説明責任及び透明性の原則

 　　　　　　 (3)プライバシー確保の原則　　(7)イノベーションの原則
 　　　　　　 (4)セキュリティ確保の原則

ＡＩ利活用ガイドライン
(令和元年8月9日 ＡＩネットワーク社会推進会議)

　① 適正利用の原則　　⑥ プライバシーの原則
　② 適正学習の原則　　⑦ 尊厳・自律の原則
　③ 連携の原則　　　　　⑧ 公平性の原則
　④ 安全の原則　　　　　⑨ 透明性の原則
　⑤ セキュリティの原則 ⑩ ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨの原則

　
　
　
　

ＡＩ開発ガイドライン
(平成29年7月28日 ＡＩネットワーク社会推進会議)

 ①連携の原則　　　　⑥ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰの原則
 ②透明性の原則　　　⑦倫理の原則
 ③制御可能性の原則　⑧利用者支援の原則

 ④安全の原則　　　　⑨ｱｶｳﾝﾀﾋﾞﾘﾃｨの原則
 ⑤セキュリティの原則

　ＡＩ戦略会議 (令和5年5月11日・26日)

 生成ＡＩは生活の質を向上させる可能性がある。

リスクへの対応

 ･開発者、利用者が自らリスクを評価
 ･政府を含む関係者でリスク対応の枠組を検討実施
懸念されるリスク

 ･機密情報の漏洩や個人情報の不適正な利用
 ･偽情報などが社会を不安定化・混乱させる
 ･著作権侵害のリスク　　等
利用に向けて
 ･政府はリスクに配慮しつつ利用可能性を追求
 ･幅広い世代が恩恵を享受するためリテラシー向上

静岡県生成ＡＩ利用ガイドライン　(令和5年6月15日策定)

静岡県情報セキュリティ対策基準

 外部サービスを利用する場合、所属で以下を規定して運用する。
　・取り扱う情報の限定　・サービスを利用してよい範囲
　・利用するサービス　　・利用の手続・手順

※本ガイドラインに沿った運用を規定することで、
　リスク対応のレベルを統一できる。

背
景
・
理
念

考
慮
す
べ
き
事
項

各国の論調　(令和5年5月26日ＡＩ戦略会議資料）

趣旨 生成ＡＩの利用にあたり、懸念・リスクを理解し、人間中心のＡＩ社会原則の基
本理念としたガイドラインを策定し、適正な利用を促す。

目的 業務効率化や行政サービス向上のため生成ＡＩを利用するに当たり、情報資産の
安全な利用と結果の適切な活用を図る。

対象 県職員が業務においてChatGPT(OpenAI社)を利用すること。

手順
手続

入力情報が学習に利用されないよう設定する。
利用に当たり、目的や結果の活用方法について記録する。

留意
事項

入力：第三者に公開又は提供可能な情報以外は取り扱わない。
出力：得られた結果は複数の職員で確認し、必要に応じて加筆又は修正する。

米

ＡＩに対する過度な規制を制限する案
ＡＩが違法な偏見や差別を生む可能性を指摘
開発企業にＡＩの危険から社会を守るよう要請

英

サイバーセキュリティの留意点を発表
ＡＩのイノベーションの観点から白書公表
競争と消費者保護の観点からのレビュー開始

伊 一時的にChatGPTの利用を遮断し、その後再開

仏 雇用への影響に懸念が表明など否定的な反応

EU 悪用リスク等のあるＡＩへの規制を議論

　生成ＡＩの利用ガイドライン
 (日本ディープラーニング協会(JDLA) 令和5年5月公表)

生成ＡＩの活用を考える組織がスムーズに導入を行えるよう、
利用ガイドラインのひな型を作成し、公開したもの。

　生成ＡＩサービスの利用に関する注意喚起等
 (個人情報保護委員会 令和5年6月2日公表)

・個人情報の入力は、利用目的のための必要最小限とする
・個人情報を入力する際は、機械学習に利用されないことを確認
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